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議
員

本
市
で
は
、
談
合
防

止
策
の
一
つ
と
し
て
、
平
成

十
八
年
四
月
か
ら
電
子
入
札

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る

が
、
入
札
の
透
明
性
を
さ
ら

に
向
上
さ
せ
る
た
め
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

十
九
年
度
か
ら
、

工
事
案
件
に
つ
い
て
は
全
面

的
に
一
般
競
争
入
札
を
実
施

し
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
者

の
監
視
を
受
け
る
こ
と
が
入

札
の
透
明
性
の
向
上
に
有
効

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
入
札
監

視
委
員
会
を
設
置
し
、
参
加

資
格
の
設
定
、
入
札
の
状
況

な
ど
を
審
査
し
て
い
る
。

議
員

電
子
入
札
の
導
入
に

よ
り
、
参
加
実
績
の
少
な
い

中
小
企
業
は
大
変
厳
し
い
状

況
に
追
い
込
ま
れ
る
と
考
え

る
が
、
地
元
業
者
へ
の
支
援

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

総
務
部
長

競
争
性
が
確
保

さ
れ
、
契
約
の
履
行
が
可
能

で
あ
れ
ば
市
内
の
企
業
と
の

契
約
を
優
先
す
る
考
え
で
あ

る
。
ま
た
、
一
般
競
争
入
札

の
参
加
条
件
で
も
、
市
内
に

本
店
を
有
す
る
業
者
を
優
先

し
て
い
る
。

議
員

他
の
自
治
体
で
も
導

入
し
て
い
る
総
合
評
価
方
式

は
、
施
工
時
の
安
全
性
や
住

環
境
へ
の
配
慮
な
ど
価
格
以

外
の
多
様
な
要
素
を
総
合
的

に
評
価
し
、
価
格
と
品
質
に

優
れ
た
業
者
を
選
定
す
る
入

札
方
式
で
あ
る
。
総
合
評
価

方
式
の
導
入
に
つ
い
て
本
市

の
考
え
を
聞
き
た
い
。

総
務
部
長

本
市
で
も
、
こ

の
方
式
の
導
入
を
検
討
し
て

お
り
、
十
九
年
度
は
課
題
等

の
整
理
や
制
度
の
骨
格
づ
く

り
を
行
い
、
二
十
年
度
に
は

試
行
す
る
予
定
で
あ
る
。

議
員

本
市
に
お
け
る
一
般

競
争
入
札
の
参
加
要
件
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

総
務
部
長

参
加
条
件
に
地

域
要
件
を
付
し
て
お
り
、
市

内
の
事
業
者
で
あ
れ
ば
建
設

業
許
可
を
有
し
、
技
術
者
の

配
置
に
よ
り
参
加
が
可
能
と

な
る
。
な
お
、
建
設
業
許
可

を
有
し
な
い
事
業
者
は
、
建

設
業
許
可
の
適
用
除
外
と
な

る
一
件
一
三
〇
万
円
未
満
の

軽
微
な
建
設
工
事
の
入
札
に

参
加
で
き
る
小
規
模
工
事
等

随
意
契
約
適
格
者
登
録
制
度

を
活
用
す
る
こ
と
と
な
る
。

議
員

平
成
十
八
年
十
月
一

日
に
平
塚
市
さ
わ
や
か
で
清

潔
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
が
施

行
さ
れ
た
。
条
例
で
は
、
指

定
区
域
で
の
路
上
喫
煙
禁
止

や
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
禁
止
等

が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
施

行
後
の
状
況
を
聞
き
た
い
。

環
境
部
長

路
上
喫
煙
禁
止

区
域
で
の
喫
煙
者
は
半
減
し
、

ま
た
ポ
イ
捨
て
さ
れ
た
吸
い

殻
等
も
減
少
し
て
い
る
。

議
員

条
例
の
施
行
後
、
市

に
は
ど
の
よ
う
な
意
見
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
の
か
。

環
境
部
長

「
路
上
喫
煙
禁

止
区
域
を
示
す
標
示
が
少
な

い
」
「
深
夜
の
路
上
喫
煙
や

吸
い
殻
の
ポ
イ
捨
て
が
多
い
」

な
ど
の
苦
情
が
あ
っ
た
。

議
員

路
上
喫
煙
の
禁
止
区

域
を
示
す
標
示
板
等
を
増
設

す
る
考
え
は
あ
る
の
か
。

環
境
部
長

既
設
の
案
内
看

板
や
標
示
シ
ー
ト
に
加
え
、

路
上
喫
煙
禁
止
区
域
を
示
す

標
示
タ
イ
ル
を
路
面
へ
設
置

す
る
予
定
で
あ
る
。

議
員

資
源
再
生
物
の
持
ち

去
り
問
題
が
他
市
で
も
相
次

い
で
起
き
て
い
る
が
、
本
市

の
状
況
を
伺
い
た
い
。

環
境
部
長

回
収
業
者
、
自

治
会
な
ど
か
ら
は
持
ち
去
り

被
害
に
関
す
る
報
告
等
は
な

い
が
、
一
部
で
は
被
害
が
あ

る
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。

議
員

資
源
物
の
持
ち
去
り

に
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て

い
く
の
か
。

環
境
部
長

実
際
に
持
ち
去

る
者
が
特
定
で
き
れ
ば
条
例

に
基
づ
き
指
導
等
を
行
い
、

な
お
も
違
反
行
為
を
中
止
し

な
い
場
合
は
警
察
等
に
告
発

す
る
方
針
で
あ
る
。

議
員

公
の
施
設
の
管
理
・

運
営
に
当
た
り
、
民
間
の
効

率
的
な
運
営
方
法
を
導
入
す

る
こ
と
で
経
費
削
減
や
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
な
ど
を
図
る
指

定
管
理
者
制
度
が
注
目
さ
れ

て
い
る
が
、
本
市
の
導
入
状

況
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

十
八
年
度
は
一

〇
施
設
に
導
入
し
、
十
九
年

度
は
、
松
延
小
学
校
区
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
、
二
十
年
度

は
聖
苑
、ビ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
、

馬
入
ふ
れ
あ
い
公
園
全
体
に

導
入
す
る
予
定
で
あ
る
。

議
員

制
度
導
入
に
よ
る
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
防
ぐ

た
め
、
常
に
利
用
者
の
満
足

度
を
調
査
し
、
運
営
に
生
か

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と

思
う
が
、見
解
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

現
在
、
各
施
設

の
判
断
に
よ
り
施
設
利
用
者

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行

っ
て
い
る
。
今
後
、
第
三
者

評
価
等
を
行
っ
て
い
る
先
進

市
の
事
例
を
踏
ま
え
、
指
定

管
理
者
に
関
す
る
評
価
・
検

証
の
仕
組
み
を
構
築
し
て
い

き
た
い
。

議
員

複
雑
化
す
る
自
治
体

の
課
題
に
対
し
、
指
定
管
理

者
制
度
な
ど
、
民
間
企
業
と

行
政
と
が
パ
ー
ト
ナ
ー
を
組

む
事
業
手
法
の
総
称
で
あ
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（

Ｐ
Ｐ
Ｐ
）の
活
用
に
つ
い
て
、

本
市
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

企
画
部
長

厳
し
い
財
政
状

況
の
中
で
多
様
化
す
る
市
民

ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
に
は
Ｐ

Ｐ
Ｐ
は
有
効
な
手
段
で
あ
る

と
考
え
る
。
今
後
行
政
と
し

て
の
役
割
や
責
務
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
導
入
を
推
進
し

て
き
た
い
。

議
員

本
市
で
は
、
市
民
の

安
心
・
安
全
を
守
る
と
い
う

立
場
か
ら
、
心
肺
停
止
状
態

に
陥
っ
た
人
に
対
し
て
、
心

臓
を
再
鼓
動
さ
せ
る
自
動
体

外
式
除
細
動
器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）

を
、
多
く
の
市
民
が
利
用
す

る
公
共
施
設
や
体
育
施
設
等

に
配
備
し
て
い
る
が
、
今
後

の
配
備
計
画
に
つ
い
て
聞
き

た
い
。

消
防
長

今
後
は
、
救
急
支

援
時
に
救
急
車
と
同
時
に
出

動
す
る
消
防
車
両
へ
配
備
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
災
害
時
の
避
難
場
所

で
あ
る
小
中
学
校
、
福
祉
施

設
等
に
つ
い
て
は
、
施
設
の

特
性
を
考
慮
し
、
管
理
者
と

十
分
協
議
し
な
が
ら
、
配
備

を
進
め
て
い
き
た
い
。

議
員

小
中
学
校
で
の
事
故

に
備
え
、
教
員
等
へ
の
Ａ
Ｅ

Ｄ
の
研
修
は
ど
の
よ
う
に
行

っ
て
い
る
の
か
。

消
防
長

本
市
で
は
、
養
護

教
諭
研
究
会
の
事
業
の
一
環

と
し
て
、
消
防
署
救
急
隊
員

に
よ
る
各
学
校
の
養
護
教
諭

へ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い
講

習
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
十

九
年
度
か
ら
、
教
育
委
員
会

に
よ
る
心
肺
蘇
生
法
講
習
会

で
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
実
習
を
組
み
込

ん
だ
研
修
を
実
施
し
て
い
る
。

研
修
後
、
参
加
し
た
教
員
が

伝
達
講
習
会
を
各
学
校
で
行

い
、
他
の
教
員
の
救
命
救
急

技
能
の
保
持
、
向
上
に
努
め

て
い
る
。

議
員

市
民
団
体
等
か
ら
、

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
貸
し
出
し
の
要
望

が
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う

に
対
応
す
る
考
え
か
。

消
防
長

当
面
は
各
施
設
に

配
備
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
を

融
通
し
合
い
、
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
く
。
今
後
の
要
望

状
況
に
よ
っ
て
は
、
配
備
計

画
策
定
の
中
で
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
貸

し
出
し
に
つ
い
て
も
検
討
し

て
い
く
考
え
で
あ
る
。

入
札
の
総
合
評
価
方
式

２０
年
度
試
行
目
指
す

Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
活
用

本
市
の
考
え
は

資
源
再
生
物
の

持
ち
去
り
対
策

義
務
教
育
国
庫
負
担
制
度

は
、
経
済
的
な
条
件
や
居
住

地
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
義

務
教
育
が
等
し
く
受
け
ら
れ

る
と
い
う
必
要
最
低
限
の
水

準
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可

欠
な
財
政
上
の
制
度
と
し
て

認
め
ら
れ
今
日
ま
で
き
て
い

る
。
昨
今
の
景
気
の
低
迷
を

考
慮
す
る
と
、
義
務
教
育
の

水
準
を
維
持
し
、
す
べ
て
の

子
ど
も
た
ち
の
教
育
環
境
の

安
定
的
な
維
持
を
確
保
す
る

た
め
に
は
、
義
務
教
育
費
国

庫
負
担
制
度
の
堅
持
と
、
負

担
率
の
復
元
は
必
要
と
考
え

る
。よ

っ
て
、
政
府
に
お
か
れ

て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

配
慮
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望

す
る
。

一

平
成
二
十
年
度
も
、
義

務
教
育
制
度
の
根
幹
で
あ

る
、
教
育
の
機
会
均
等
・

水
準
維
持
・
無
償
制
度
の

維
持
に
不
可
欠
な
義
務
教

育
費
国
庫
負
担
制
度
を
堅

持
す
る
こ
と
。

二

義
務
教
育
費
国
庫
負
担

制
度
に
つ
い
て
、
国
負
担

率
を
二
分
の
一
に
復
元
す

る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

平

塚

市

議

会

我
が
国
の
経
済
は
景
気
回

復
基
調
を
保
ち
な
が
ら
推
移

し
て
い
る
が
、
需
要
拡
大
の

効
果
は
大
企
業
に
集
中
し
、

地
域
間
・
企
業
規
模
間
に
お

け
る
格
差
は
拡
大
し
て
い
る
。

雇
用
情
勢
も
、
完
全
失
業

率
は
依
然
四
％
台
の
高
水
準

で
推
移
し
て
お
り
、
一
年
以

上
に
わ
た
る
長
期
失
業
者
に

加
え
て
フ
リ
ー
タ
ー
・
ニ
ー

ト
（
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｔ
）
と
い
っ
た

若
年
者
の
雇
用
問
題
も
深
刻

化
し
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
上

昇
な
ど
に
よ
り
、
全
体
の
賃

金
水
準
が
低
下
す
る
中
、
賃

金
の
規
模
間
格
差
も
拡
大
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

最
低
賃
金
制
度
は
、
賃
金
格

差
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
社
会
的
セ
ー
フ
テ

ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
り
、

労
働
者
を
支
援
す
る
労
働
行

政
の
重
要
施
策
で
あ
る
と
考

え
る
。

よ
っ
て
、
貴
職
に
お
か
れ

て
は
二
〇
〇
七
年
度
の
神
奈

川
県
最
低
賃
金
の
諮
問
・
改

定
に
関
し
て
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
、
特
段
の
配
慮
を
さ

れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

神
奈
川
県
最
低
賃
金
の

改
定
諮
問
を
早
期
に
行
い
、

「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃

金
」
の
観
点
に
立
ち
、
一

般
労
働
者
の
賃
金
水
準
へ

近
づ
け
る
こ
と
を
基
本
に
、

そ
の
改
定
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
産
業
別
最
低
賃
金

の
改
定
に
つ
い
て
は
、
基

幹
産
業
労
働
者
の
賃
金
水

準
へ
近
づ
け
る
こ
と
を
基

本
に
、
そ
の
改
定
を
図
る

こ
と
。

二

最
低
賃
金
の
改
定
に
当

た
っ
て
は
、
地
方
最
低
賃

金
審
議
会
の
自
主
性
を
尊

重
す
る
と
と
も
に
、
神
奈

川
県
内
で
最
低
賃
金
以
下

の
労
働
者
を
な
く
す
た
め

に
、
そ
の
趣
旨
及
び
内
容

の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

平

塚

市

議

会

施行後の成果と課題尋ねる

平平塚塚市市ささわわややかかでで清清潔潔なな
まま ちち づづ くく りり 条条例例

平成１９年４月

条条件件付付きき一一般般競競争争入入札札をを全全面面実実施施
地元業者への支援策問う

第 ��� 号

現現
行行
義義
務務
教教
育育
費費
国国
庫庫
負負
担担

制制
度度
堅堅
持持
にに
関関
すす
るる
意意
見見
書書

公平性や透明性が求められる公共工事の入札

ひらつか議会だより

１８
年
度
に
導
入
の
指
定
管
理
者
制
度

市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
へ
ど
う
対
応

神神

奈奈

川川

県県

最最

低低

賃賃

金金

改改
定定
等等
にに
つつ
いい
てて
のの
意意
見見
書書

指定管理者制度を導入した馬入のサッカー場

平成��年（２００７年）�月��日

救
命
率
高
め
る
Ａ
Ｅ
Ｄ

今
後
の
配
備
計
画
を
聞
く

（�）
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